
第１３９期定時株主総会

その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）

（事業報告）

・「会社役員（取締役、会計参与、監査役及び執行役）に関する事項」のうち

「責任限定契約」、「補償契約」、「役員等賠償責任保険契約に関する事項」

・「社外役員に関する事項」

・「当行の株式に関する事項」

・「当行の新株予約権等に関する事項」

・「会計監査人に関する事項」

・「財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」

・「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要」

・「特定完全子会社に関する事項」

・「親会社等との間の取引に関する事項」

・「会計参与に関する事項」

・「その他」

（連結計算書類）

・「連結株主資本等変動計算書」

・「連結注記表」

（計算書類）

・「株主資本等変動計算書」

・「個別注記表」

〔２０２５年 ４ 月 １ 日から
２０２６年 ３ 月３１日まで〕

株式会社
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会社役員(取締役、会計参与、監査役及び執行役)に関する事項

(1) 責任限定契約

氏 名 責 任 限 定 契 約 の 内 容 の 概 要

竹 内 美奈子

服 部 力 也

鎌 田 沢一郎

松 井 保 仁

大 西 一 清

・社外取締役及び社外監査役が、善意でかつ重大な過失なくして、銀行に対して会社法第

423条第１項に定める損害賠償責任を負うときは、1,000万円又は法令が規定する額のい

ずれか高い額をもって賠償責任の限度額とする。

(2) 補償契約

該当事項はありません。

(3) 役員等賠償責任保険契約に関する事項

・当行は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者に

その職務の執行に関する責任の追及に係る請求等がなされた場合に、当該被保険者が負担することになる損害

賠償責任に基づく賠償金及び訴訟費用を補填することとしております。

・当行及び当行連結子会社の取締役、監査役及び執行役員が、当該保険契約の被保険者であり、被保険者は保険

料を負担しておりません。なお、意図的に違法行為を行った被保険者の損害等は補償対象外としております。
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社外役員に関する事項

(1) 社外役員の兼職その他の状況

氏 名 兼 職 そ の 他 の 状 況

竹 内 美奈子
株式会社ＴＭ Ｆｕｔｕｒｅ 代表取締役
株式会社日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 社外取締役
三菱製鋼株式会社 社外取締役

服 部 力 也
住友電設株式会社 社外取締役
令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 常勤監査役（2025年6月退任）

松 井 保 仁 弁護士法人錦橋法律事務所 社員

(注) 1．竹内美奈子氏が代表取締役を務める株式会社ＴＭ Ｆｕｔｕｒｅと当行との間には特筆すべき取引関係はあり

ません。

2．竹内美奈子氏が社外取締役を務める株式会社日本Ｍ＆Ａセンターホールディングスと当行との間には特筆す

べき取引関係はありません。なお、同社の子会社である株式会社日本Ｍ＆Ａセンターと当行との間には通常

の銀行取引及びＭ＆Ａ仲介関連の取引があります。

3．竹内美奈子氏が社外取締役を務める三菱製鋼株式会社と当行との間には通常の銀行取引があります。

4．服部力也氏が社外取締役を務める住友電設株式会社と当行との間には特筆すべき取引関係はありません。

5．服部力也氏が常勤監査役（2025年6月退任）を務める令和アカウンティング・ホールディングス株式会社と当

行との間には特筆すべき取引関係はありません。

6. 松井保仁氏が社員を務める弁護士法人錦橋法律事務所と当行との間には特筆すべき取引関係はありません。
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(2) 社外役員の主な活動状況

氏 名 在任期間 取締役会・監査役会への出席状況
取締役会・監査役会における

発言その他の活動状況

竹 内 美奈子 ６年９月
当事業年度開催の取締役会へは12回中

12回出席(出席率100％)しております。

取締役会では企業経営者として、経営

全般に関する豊富な経験と人材育成や

システムに関する高い見識を活かして

発言を行っております。

服 部 力 也 ５年９月
当事業年度開催の取締役会へは12回中

12回出席(出席率100％)しております。

取締役会では三井住友信託銀行株式会

社における豊富な経験と金融に関する

高い見識を活かして発言を行っており

ます。

鎌 田 沢一郎 ４年９月
当事業年度開催の取締役会へは12回中

12回出席(出席率100％)しております。

取締役会では主に日本銀行及び日本証

券業協会における豊富な経験と金融に

関する高い見識を活かして発言を行っ

ております。

松 井 保 仁 ８年９月

当事業年度開催の取締役会へは12回中

12回出席(出席率100％)しております。

また、監査役会へは12回中12回出席(出

席率100％)しております。

取締役会では主に弁護士として会社法

等の法律の専門的な知識と豊富な経験

を活かして発言を行っております。

また、監査役会では監査結果について

の意見交換、監査に関する重要事項の

協議等を行っております。

大 西 一 清 ５年９月

当事業年度開催の取締役会へは12回中

12回出席(出席率100％)しております。

また、監査役会へは12回中12回出席(出

席率100％)しております。

取締役会では主に財務省（旧大蔵省）

において財政や税務行政に携わった経

験等による高い見識を活かして発言を

行っております。

また、監査役会では監査結果について

の意見交換、監査に関する重要事項の

協議等を行っております。
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社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

氏 名 職務の概要

竹 内 美奈子

企業経営者として、経営全般に関する豊富な経験と人材育成やシステムに関する専門的な知

見を活かして取締役会で発言いたしました。

また、経営陣へ人材育成面での助言・提言を行い、取締役会議案の事前説明会をはじめとし

た様々な機会を通じて役職員と意見交換を行いました。

服 部 力 也

三井住友信託銀行株式会社における豊富な経験と金融に関する高い見識を活かして取締役会

で発言いたしました。

また、経営陣へ経営戦略全般についての助言・提言を行い、取締役会議案の事前説明会をは

じめとした様々な機会を通じて役職員と意見交換を行いました。

鎌 田 沢一郎

日本銀行及び日本証券業協会における豊富な経験、リスク管理、システムに関する高い見識

を活かして取締役会で発言いたしました。

また、経営陣へ有用な情報を提供し、取締役会議案の事前説明会をはじめとした様々な機会

を通じて役職員と意見交換を行いました。

(3) 社外役員に対する報酬等

（単位：百万円）

支給人数 銀行からの報酬等 銀行の親会社等からの報酬等

社外取締役 3人 23( ― ) ―

社外監査役 2人 15( ― ) ―

報酬等の合計 5人 38( ― ) ―

(注) 1．記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

2．( )内は、報酬以外の金額であります。

(4) 社外役員の意見

該当事項はありません。
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当行の株式に関する事項

(1) 株式数 発行可能株式総数 100,000千株

発行済株式の総数 48,090千株

(2) 当年度末株主数 14,245名

(3) 大株主

株主の氏名又は名称
当行への出資状況

持株数等 持株比率

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4,077 千株 8.86 ％

ARIAKE MASTER FUND 2,677 5.82

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 2,216 4.82

日本生命保険相互会社 1,610 3.50

明治安田生命保険相互会社 1,599 3.47

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 1,164 2.53

滋賀銀行従業員持株会 1,010 2.19

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 964 2.09

損害保険ジャパン株式会社 844 1.83

CEPLUX- THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2 774 1.68

(注) 持株比率は、自己株式（2,114千株）を控除して計算しております。

(4) 役員保有株式

株式の交付を受けた者の人数 株式の種類及び数

取締役（社外取締役を除く） 6人 当行普通株式 4,204株

社外取締役 ― ―

監査役 ― ―

(注) 当行役員に対して「職務執行の対価として当行が交付した株式」について記載しております。

当行の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。
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会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の状況

（単位：百万円）

氏名又は名称
当該事業年度
に係る報酬等

その他

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員 鈴木 朋之

指定有限責任社員 長岡 健太郎

78

（報酬等について監査役会が会社法第399条第１項の同意を

した理由）

当行監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計

監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算定根拠等が適

切であるかどうかについて必要な検証を行い、当該検証

結果をふまえて、報酬等の額が合理的であると判断し、

報酬等の額について同意いたしました。

（会計監査人が対価を得て行う非監査業務の内容）

・今後改正が予定されている「金融商品に関する会計基

準（案）」に関する影響度調査

左記の当行が支払った報酬等78百万円の他、上記非監

査業務に対する報酬として７百万円を支出しておりま

す。

(注) 1．上記の当行が支払った報酬等78百万円の他、前事業年度の会計監査に対応する追加報酬として３百万円を支

出しております。

2．上記の監査法人に対して、当行並びに子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額は93百万円

（当行追加報酬３百万円、子会社追加報酬１百万円を除く）であります。

3．当行と会計監査人との間の監査契約においては、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査

報酬の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記金額は合計額で記載しております。

(2) 責任限定契約

該当事項はありません。

(3) 補償契約

該当事項はありません。

(4) 会計監査人に関するその他の事項

イ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当行監査役会は、法令に定める事由又は会計監査人の適格性・独立性を害する事由等の発生

により適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、会計監査人の解任又は不再任に

関する議案を決定し、当行取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたし

ます。

ロ 銀行の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人が、当行の重要な子会社及び子法人等の計算

関係書類の監査をした事実

該当事項はありません。

財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

定めておりません。



― 7 ―

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

(1) 業務の適正を確保するための体制

当行は、滋賀県に本拠を置く地方銀行として、伝統ある近江商人の「三方よし（売り手よし、買

い手よし、世間よし）」の精神を継承した行是「自分にきびしく 人には親切 社会につくす」を

活動の原点とし、経営理念に掲げる「地域社会」「役職員」「地球環境」との共存共栄に努めてお

ります。この考え方に基づき、当行グループは、業務の適正を確保するための体制（内部統制シス

テム）を次のとおり構築しております。

また、変化する経営環境に適切に対応するため、適宜必要に応じて体制の見直しを行っておりま

す。

① 当行及び子会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並び

に当行及び子会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当行グループは、コンプライアンス体制の整備、並びに規程類の制定、使用人の教育訓練を行

い、グループ全体としてのコンプライアンス体制を構築しております。

当行の経営管理部はコンプライアンス統轄部署として、グループ会社のコンプライアンス体制

の整備、規程類の制定、使用人の教育や訓練に、必要に応じ助言や指導を行っております。

当行の総合企画部及び所管部はグループ会社における日常のコンプライアンス実施状況を把握

し、必要に応じ助言や指導を行っております。

当行の監査役及び監査部は、当行グループの健全かつ適正な業務運営に資することを目的に監

査を実施しております。

当行の取締役及び監査役は、必要に応じ当行の監査部との連携を確保しております。

また、当行グループでは全ての役職員が利用できる「内部通報制度」を整備しております。

当行グループは市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力等との関係を遮断し、断固

として排除するための体制を整備しております。

② 当行の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当行は取締役会、常務会、その他重要な諸会議の議事録やその他の経営上の重要な文書・情報

の保存及び管理方法を「事務取扱要領」で定め、適切に管理しております。

③ 当行及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当行は基本規程である「リスク管理規程」を定め、これに基づいて主要なリスクごとに具体的

な管理体制を構築するとともに、リスク管理の統轄部署を経営管理部と定め、統合的リスク管理

を行っております。リスク管理に関する重要事項については取締役会に付議・報告する体制とし

ております。

グループ会社のリスク管理に関しては、当行の総合企画部がリスク管理規程に基づき、各リス

ク所管部と連携し、その保有するリスクに応じて適切に管理を行っております。

当行の総合企画部はグループ会社からの報告、もしくは銀行のモニタリング等の結果に基づ

き、リスクの状況を適切に把握し、それが銀行の経営に重要な影響を与えると判断した場合は常

務会及び必要に応じて取締役会に報告を行う体制を整備しております。
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④ 当行及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当行グループでは、取締役の職務執行を効率的に行うため、「取締役会規程」で取締役会での

決議事項を明確に定めております。また、当行では取締役会の決定する事項の細目及び日常的な

業務の決定を、取締役会で選任された役付執行役員（業務委嘱のある者を除く）で構成される常

務会に委任しております。

中期経営計画において連結での経営指標を掲げ、グループとしての効率化に努めております。

⑤ 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当行への報告体制その他の当行及び子会社から成る企

業集団における業務の適正を確保するための体制

当行は当行グループにおける業務の適正を確保するため、当行グループを一体と考え、グルー

プ全体が同等の水準で法令遵守やリスク管理等の内部管理体制を構築しております。

当行グループは「関連会社管理・運営規程」を定め、コンプライアンス、顧客保護、リスク管

理等について、グループ横断的に統一された管理体制の構築を目指しております。

グループ会社の代表取締役は全部課店長会やサステナビリティ委員会等の重要な会議に出席し

ております。

当行の監査役及び監査部はグループ会社に対して定期的に業務監査を行っております。

グループ会社に対し、四半期ごとの財務・業績の概況並びに決算状況の他、当行が求めた場合

には一定の事項を報告することを義務付けております。

⑥ 当行の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す

る事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の

実効性の確保に関する事項

当行は監査役の職務を補助する業務執行取締役から独立した使用人を常設し、監査役の職務を

遂行するために十分な体制を構築しております。

監査役の職務を補助すべき使用人の処遇については、監査役会と協議して行うものとしており

ます。

監査役を補助する使用人は、監査役の指示に従い業務を遂行する方針を定めております。

⑦ 当行の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人(これらから報告を受けた者

を含む)が当行監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、及びその

他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制、当該報告をした者が報告をした

ことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当行の監査役は当行グループの経営状態を十分に把握し、監査役としての業務執行の実効性を

確保するため、各企業の主要な会議にも出席しております。

また、当行監査役は当行代表取締役と定期的な意見交換会を開催しております。

当行の監査部は経営に関する課題、重大なコンプライアンス上の問題や不正不祥事の事実等

を、当行の監査役に報告しております。

グループ会社で作成する稟議書やその他の重要な報告は当行監査役にも回付するなど、監査役

に報告するための体制を整備しております。

当行グループでは全ての役職員が利用できる内部通報制度を整備しており、通報内容は当行監

査役に報告されます。なお、通報したことを理由に不利益扱いを行うことは禁止されておりま

す。

⑧ 当行監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につ

いて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役がその職務の執行について会社法第388条に基づき費用の前払いの請求等をしたときは、

その職務に必要でないと認める場合を除き、速やかに支払う方針を定めております。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当事業年度（2025年４月１日から2026年３月31日まで）における業務の適正を確保するための体

制の運用状況の概要は、次のとおりであります。

① リスク管理体制

当行は「リスク管理規程」に基づき、戦略目標をふまえた具体的なリスク管理に係る方針であ

る「自己資本管理並びにリスク管理の方針」を、半期ごとに取締役会において決議しておりま

す。

また、ＡＬＭ委員会を６回開催し、各種リスクの状況を確認するとともに、自己資本比率規制

をはじめとした各種規制指標やリスク量の状況について取締役会に４回報告しております。

② マネー・ローンダリング等及び金融犯罪対策にかかる体制

当行は、マネー・ローンダリング等及び金融犯罪対策を適切に講じることが金融システムに対

する信頼確保のために極めて重要であることを認識し、経営陣の主導的な関与の下、実効性の向

上に向け体制整備を行っております。

具体的には、マネー・ローンダリング等対策委員会を６回開催し、マネー・ローンダリング等

及び金融犯罪対策の取組状況を確認するとともに、適切なリスク低減措置を講じるなど、組織横

断的な体制の整備に努めております。

なお、当行のマネー・ローンダリング等リスクを総括した「リスク評価書（特定事業者作成書

面）」を毎年作成し、取締役会の報告事項としております。

③ コンプライアンス体制

コンプライアンス委員会の審議を経て取締役会が年度ごとにコンプライアンス・プログラムを

定め、全部店での研修や不祥事件再発防止のためのモニタリングを実施するなど、役職員の意識

向上に努めております。同プログラムの実施状況をコンプライアンス委員会・取締役会へ報告

し、さらに次年度コンプライアンス・プログラムの策定に活かすことで、今後もさらなる役職員

の意識向上に努めてまいります。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当行は取締役会を12回開催いたしました。また、取締役会の決定する事項の細目及び日常的な

業務の決定を委任されている常務会を59回開催いたしました。

⑤ 当行グループにおける業務の適正を確保するための体制

各グループ会社の代表取締役は当行の全部課店長会、サステナビリティ委員会に出席しており

ます。

また、当行の役付取締役とグループ会社の代表取締役が出席する関連会社社長会を開催し、当

行グループにおける経営課題の把握と対応方針について討議しております。

加えて、当行監査役及び監査部が各グループ会社に対する業務監査を実施し、当行グループに

おける業務の適正を確保するための体制構築に努めております。

⑥ 監査役の職務執行について

当行は監査役会を12回開催いたしました。当行の監査役は、監査役会において定めた監査計画

に基づき監査を行っており、監査部、会計監査人とも定期的かつ必要に応じて意見交換・情報交

換を実施し、監査の実効性を高めました。

また、代表取締役との積極的な意見交換を定期的に実施し、取締役、社外取締役との意見交換

も定期的に実施しております。
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特定完全子会社に関する事項

該当事項はありません。

親会社等との間の取引に関する事項

該当事項はありません。

会計参与に関する事項

該当事項はありません。

その他

該当事項はありません。
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〔 2025年４月１日から
2026年３月31日まで 〕連結株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 33,076 24,548 284,546 △20,473 321,698

当期変動額

剰余金の配当 △5,081 △5,081

親会社株主に帰属する
当期純利益

21,293 21,293

自己株式の取得 △2,511 △2,511

自己株式の処分 599 581 1,180

自己株式の消却 △610 △15,137 15,747 －

株主資本以外の項目
の当期変動額 (純額)

当期変動額合計 － △11 1,074 13,817 14,881

当期末残高 33,076 24,536 285,621 △6,655 336,579

その他の包括利益累計額

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

退職給付に
係る調整
累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 71,925 35,569 8,057 7,560 123,112 444,811

当期変動額

剰余金の配当 △5,081

親会社株主に帰属する
当期純利益

21,293

自己株式の取得 △2,511

自己株式の処分 1,180

自己株式の消却

株主資本以外の項目
の当期変動額 (純額)

32,078 10,730 － 6,524 49,333 49,333

当期変動額合計 32,078 10,730 － 6,524 49,333 64,214

当期末残高 104,003 46,300 8,057 14,085 172,446 509,025
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連 結 注 記 表

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。また、子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第

２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づいております。

連結計算書類の作成方針

(1) 連結の範囲に関する事項

① 連結される子会社 ９社

会社名

しがぎんビジネスサービス株式会社

株式会社しがぎん経済文化センター

株式会社滋賀ディーシーカード

しがぎんリース株式会社

しがぎん代理店株式会社

株式会社しがぎんジェーシービー

滋賀保証サービス株式会社

株式会社しがぎんエナジー

株式会社しがぎんキャピタルパートナーズ

② 非連結の子会社及び子法人等 ４社

主要な会社等の名称

しがぎん本業支援ファンド２号投資事業有限責任組合

しがぎん事業承継ファンド投資事業有限責任組合

非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分

に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団

の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外し

ております。

③ 他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず子会社としなかった当該他の会

社等の名称

会社名

ミノベ建設株式会社

すはまホールディングス株式会社

甲賀バラス株式会社

投資事業を営む非連結子会社が、事業承継目的等のために出資したものであり、傘下に入れる目的ではない

ことから、子会社として取り扱っておりません。

(2) 持分法の適用に関する事項

① 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等

該当事項はありません。

② 持分法適用の関連法人等

該当事項はありません。

③ 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等 ４社

主要な会社等の名称

しがぎん本業支援ファンド２号投資事業有限責任組合

しがぎん事業承継ファンド投資事業有限責任組合

持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等は、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合

う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類

に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。

④ 持分法非適用の関連法人等

該当事項はありません。

(3) 連結される子会社の事業年度等に関する事項

連結される子会社の決算日は次のとおりであります。

３月末日 ９社

(4) 開示対象特別目的会社に関する事項

該当事項はありません。
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会計方針に関する事項

(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価は、売買目的有価証券については時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、その

他有価証券については時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等につ

いては移動平均法による原価法により行っております。また、投資事業組合等への出資金については、組合等の

直近の財務諸表等に基づいて、組合等の財産の持分相当額を純額で計上しております。

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

② 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、

時価法により行っております。また、金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、①と同じ

方法により行っております。

③ 「買入金銭債権」中の信託受益権の評価は、上記①と同じ方法により行っております。

(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

(4) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

当行の有形固定資産は、定率法（ただし、1998年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並び

に2016年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。

また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物 ３年～50年

その他 ３年～20年

連結される子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により償却して

おります。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結

される子会社で定める利用可能期間（主として５年）に基づいて償却しております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リ

ース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保

証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

(5) 貸倒引当金の計上基準

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債権及びそれ

と同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されて

いる直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上

しております。

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸

念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控

除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を、以下の方法により計上しておりま

す。

① 与信額が一定額以上の大口債務者については、債務者の状況を総合的に判断してキャッシュ・フローによる回

収可能額を見積もり、非保全額から当該キャッシュ・フローを控除した残額を貸倒引当金とする方法（キャッ

シュ・フロー控除法）により計上しております。

② ①以外の債務者の債権については、今後３年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は３年間の

貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み

等必要な修正の検討を行い、算定しております。

上記以外の債務者のうち、業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者（以下

「正常先」という。）及び貸出条件に問題のある債務者、履行状況に問題のある債務者、業況が低調ないし不安定

な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債務者（以下「要注意先」という。）に

係る債権については、今後１年間の予想損失額を、要注意先のうち当該債務者の債権の全部又は一部が要管理債権

（貸出条件緩和債権及び三月以上延滞債権）である債務者の債権については今後３年間の予想損失額を見込んで計

上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均

値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正の検討を行い、算定しております。
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※ 将来見込み等による予想損失率の必要な修正及び決定方法

引当金の算定に使用する予想損失率は、直近３算定期間の平均値と景気循環サイクルを勘案した長期平均値を

比較のうえ決定しております。このうち、直近３算定期間の平均値は、足元の状況及び将来見込み等必要な修

正の検討を行い、算定しております。

全ての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立したリスク

管理部署が自己査定結果及び償却・引当の適切性について検証しております。

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による

回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は8,679

百万円であります。

連結される子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒

懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。

(6) 役員退職慰労引当金の計上基準

連結される子会社の役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労

金の支給見込額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

(7) 利息返還損失引当金の計上基準

連結される子会社の利息返還損失引当金は、債務者からの利息返還請求に備えるため、必要と認められる額を計

上しております。

(8) 偶発損失引当金の計上基準

当行の偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある

損失を見積もり、必要と認められる額を計上しております。

(9) 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については給付

算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりでありま

す。

過去勤務費用 ：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により損益処

理

数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法

により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理

なお、連結される子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当期末自己都合要

支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(10)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

当行の外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。

(11)リース取引の収益・費用の計上基準

ファイナンス・リース取引に係る収益・費用の計上基準については、リース契約期間の経過に応じて売上高と売

上原価を計上する方法によっております。

(12)重要なヘッジ会計の方法

① 金利リスク・ヘッジ

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっており、ヘッジ

対象とヘッジ手段を紐付けする方法のほか、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上

の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 令和４年３月17日。以下「業種別委員会実務指

針第24号」という。）に基づき処理しております。

ヘッジ有効性評価の方法については、その他有価証券に区分している固定金利の債券の相場変動を相殺するヘ

ッジにおいては、同一種類ごとにヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引をヘッジ手段として指定しております

が、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有

効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えております。

また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係

の検証により有効性の評価をしております。

なお、一部の資産については、金利スワップの特例処理を行っており、ヘッジの有効性の評価については、特

例処理の要件の判定をもって有効性の判定に代えております。
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② 為替変動リスク・ヘッジ

当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨

建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 令

和２年10月8日）に規定する繰延ヘッジによっております。

ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う資金関連

スワップ取引をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション

相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。

資金関連スワップ取引とは、異なる通貨での資金調達・運用を動機として行われ、当該資金の調達又は運用に

係る元本相当額を直物買為替又は直物売為替とし、当該元本相当額に将来支払うべき又は支払を受けるべき金

額・期日の確定している外貨相当額を含めて先物買為替又は先物売為替とした為替スワップ取引であります。

また、外貨建有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価

証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等

を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。

（未適用の会計基準等）

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年９月13日）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年９月13日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

(1) 概要

国際的な会計基準と同様に、借手の全てのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるものであり

ます。

(2) 適用予定日

2028年３月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

当該会計基準等の適用による影響は現在評価中であります。

（重要な会計上の見積り）

会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る

連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。

1． 貸倒引当金

(1) 当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した金額

貸倒引当金 31,128百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

① 算定方法

貸倒引当金の算定方法は、「会計方針に関する事項」の「(5)貸倒引当金の計上基準」に記載しております。

また、下記仮定のもと、当該影響により予想される損失に備えるため、貸出先の債務者区分を足元の業績悪化

の状況及び財務情報等には未だ反映されていない影響に係る見積りに基づき修正して貸倒引当金を計上してお

ります。

② 主要な仮定

主要な仮定は「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」であります。「債務者区分の判定に

おける貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しております。

③ 翌連結会計年度に係る連結計算書類に及ぼす影響

当行グループは厳格な自己査定を実施し、必要と認める貸倒引当金を計上する等の対応を行っておりますが、

上記仮定は不確実性が高いため、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌連結会計年度（2027年３月

期）以降の連結計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。

なお、債務者区分の決定において、貸出先の経営改善計画などの将来の業績見込みに依存する場合には、よ

り不確実性が高くなる可能性があります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

1． 関係会社の株式(及び出資金)総額(連結子会社の株式(及び出資金)を除く) 848百万円

2． 無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債に14,169百万円

含まれております。

3． 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。

なお、債権は、連結貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について

保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限

る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの

並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限

る。）であります。

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 3,669百万円

危険債権額 46,066百万円

三月以上延滞債権額 69百万円

貸出条件緩和債権額 22,026百万円

合計額 71,831百万円

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により

経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権

の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しない

ものであります。

三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権

及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本

の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、

危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

4． 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業

手形及び買入外国為替は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額

は2,884百万円であります。

5． 担保に供している資産は次のとおりであります。

担保に供している資産

有価証券 752,203百万円

貸出金 256,058百万円

担保資産に対応する債務

預金 30,600百万円

債券貸借取引受入担保金 142,490百万円

借用金 783,653百万円

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、その他資産（中央清算機関等差入

証拠金）58,537百万円を差し入れております。

また、その他資産には保証金377百万円が含まれております。

なお、手形の再割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しておりますが、これにより引

き渡した商業手形及び買入外国為替はありません。

6． 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約

上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これ

らの契約に係る融資未実行残高は、1,059,984百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの（又は任意の

時期に無条件で取消可能なもの）が923,812百万円あります。

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当

行及び連結される子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、

金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結される子会社が実行申込を受けた融

資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応

じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内（社内）手続に基づき顧客の

業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
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7． 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、

評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、こ

れを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価を行った年月日 1998年３月31日

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119

号）第２条第３号に定める固定資産税評価額に基づいて、近隣の公

示価格を参酌する等合理的な調整を行って算出。

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事業用土地の再

評価後の帳簿価額の合計額との差額 2,259百万円

8．有形固定資産の減価償却累計額 48,159百万円

9．有形固定資産の圧縮記帳額 3,475百万円

10．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務の額

は6,293百万円であります。

11．当行の取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債務総額 12百万円

12．元本補填契約のある信託の元本金額は、金銭信託157百万円であります。

（連結損益計算書関係）

1． 「その他の経常収益」には、株式等売却益11,146百万円及び金銭の信託運用益732百万円を含んでおります。

2． 「その他の経常費用」には、株式等売却損726百万円、貸出金償却692百万円を含んでおります。

3． 当連結会計年度において、当行は以下の資産について減損損失を計上しております。

なお、連結される子会社の資産のグルーピングについては、主として全社をひとつの単位として減損の兆候を判定

しておりますが、減損損失の計上はありません。

減損損失を認識した資産又は資産グループ及び種類ごとの減損損失額

地 域 主な用途 種 類 減損損失額

滋賀県内 遊休資産（２カ所）

土地 ―百万円

建物 14百万円

動産 0百万円

合計額 14百万円

上記の資産は、継続的な地価の下落及び営業キャッシュ・フローの低下等により、資産グループの帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

資産グループの概要及びグルーピングの方法

資産の区分 資産グループの概要 グルーピングの方法

遊休資産 店舗・社宅跡地等 各々が独立した資産としてグルーピング

営業用資産 営業の用に供する資産
フルバンク機能を構成する店舗グループ又は
店舗単位

共用資産
銀行全体に関連する資産
(本部、事務センター、寮社宅等)

銀行全体を一体としてグルーピング

回収可能価額

当連結会計年度の減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額又は使用価値のいずれか高い方の金

額であり、正味売却価額は不動産鑑定評価額等より処分費用見込額を控除して、使用価値は将来キャッシュ・フ

ローを５％で割り引いて、それぞれ算定しております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

1． 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）

当連結会計年度
期首株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度
末株式数

摘 要

発行済株式

普通株式 53,090 － 5,000 48,090

合 計 53,090 － 5,000 48,090

自己株式

普通株式 7,008 305 5,199 2,114 (注)

合 計 7,008 305 5,199 2,114

(注) 当連結会計年度中の自己株式の増加は単元未満株式の買取り、譲渡制限付株式の無償取得、自己株式立会外買

付取引並びに東京証券取引所における市場買付によるもの、当連結会計年度中の自己株式の減少は譲渡制限付

株式の割当及び自己株式の消却によるものであります。

2． 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

3． 配当に関する事項

(1) 当連結会計年度中の配当金支払額

決 議 株式の種類
配当金
の総額

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

2025年６月25日
定時株主総会

普通株式 2,073百万円 45円00銭
2025年
３月31日

2025年
６月26日

2025年11月14日
取締役会

普通株式 3,008百万円 65円00銭
2025年
９月30日

2025年
12月11日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの

決 議
株式の
種 類

配当金
の総額

配当の
原 資

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

2026年６月24日
定時株主総会

普 通
株 式

3,448百万円
利 益
剰余金

75円00銭
2026年
３月31日

2026年
６月25日

上記については、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案として上程しております。

また、当行は2026年４月１日を効力発生日として、普通株式１株につき５株の割合をもって株式分割を実施いた

しました。上記については、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。
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（金融商品関係）

1．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当行グループ（以下「当行」という。）は、滋賀県を主要な営業基盤とする地域金融機関として、銀行業務を中

心とした金融サービスを提供しております。

当行の中核をなす銀行業務として、顧客からお預かりした預金や金融市場等からの借入等により調達した資金を、

営業エリア内の顧客に対する貸出金及び有価証券投資等で運用しております。

この業務を行うため、主として金利変動を伴う金融資産及び金融負債を有しており、金利変動による不利益を最

小限に抑えるため、ＡＬＭ（資産・負債の総合管理）を行っております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

当行が保有する金融資産は、主として営業エリア内の顧客に対する貸出金であり、顧客の財務状況の悪化等によ

って当該資産の価値が減少又は消失し損失を被る信用リスクに晒されております。なお、当行の国内貸出金ポート

フォリオは、特定業種に係る環境変化による信用リスクの顕在化を排除すべく、業種の分散を心がけております。

有価証券は、主に債券、株式、投資信託を保有しており、対顧客販売目的、純投資目的及び政策投資目的に区分

しております。これらは、金利や為替、株価等の市場の変動により損失を被る可能性のある市場リスクや発行体の

信用リスクに晒されております。

また、外貨建の貸出金及び債券については、上記リスクに加え、為替リスクに晒されておりますが、外貨預金、

通貨スワップ、レポ取引あるいはコール取引等で外貨資金を調達することで、当該リスクを抑えた運用を行ってお

ります。

金融負債は、主として顧客の預金や借入金等があります。借入金等は、一定の環境下で当行が市場を利用できな

くなる場合など、必要な資金を確保できない、あるいは、資金の確保に通常よりも著しく高い金利での資金調達を

余儀なくされることにより損失を被るリスクに晒されております。また、一部は変動金利での借入を行っており、

金利の上昇に伴う調達コストの増加により損失を被るリスクに晒されております。

当行では、顧客ニーズへの対応及び当行の資産・負債に係る市場リスクのヘッジを主たる目的として、金利スワ

ップ、通貨スワップ、通貨オプション及び為替予約等のデリバティブ取引を利用しております。これらのうち一部

の取引については、金融商品会計に関する実務指針等に準拠する行内規程類とヘッジ対応方針に基づきヘッジ会計

を適用しております。

また、短期的な売買を行う取引については、ポジション限度や損失限度額を設けたうえで、債券先物、債券オプ

ション及び株価指数先物を行っております。

これらのデリバティブ取引には、市場リスクや信用リスクが内包されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスクの管理

当行では、業務運営上、そのリスクの影響度から信用リスクを最も重要性を持つリスクとして認識し信用リス

クに関する規程や基準書等を定めるとともに、基礎的内部格付手法に基づく格付制度を整備し、適切な信用リス

ク管理体制の構築を図っております。

特に、格付制度については、経営管理部が、その運用状況の検証結果を常務会等に報告するなど、適切な格付

自己査定を実施する体制を整備しております。

また、個別与信管理については、「融資業務基本規程」を制定し、貸出金業務に携わる全役職員が遵守すべき

考え方や行動規範を明文化するとともに、与信判断や与信管理を行う際の基本的な手続を定め、各役職員が、公

共性・安全性・収益性・流動性・成長性の原則に則った与信判断を行える体制を確立しております。具体的には、

企業（又は企業グループ）あるいは個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、内部格付、保証や担

保の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。これらの与信管理は、各営

業店及び審査部により行われております。

海外向け信用供与については、与信先の属する国の外貨事情や政治・経済情勢等を勘案のうえ、事業年度ごと

に常務会で国別の限度額を設定し、管理しております。

有価証券等の市場性取引にあたって、債券発行体の信用リスク及びデリバティブ取引や資金取引のカウンター

パーティーリスクについては、半期ごとに常務会で限度額を設定し、信用状態や市場価格を日次で管理するとと

もに、定期的に常務会等へ報告する体制を整備しております。
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② 市場リスクの管理

当行では、市場リスク管理の高度化及び内部管理の堅確化を図り、経営の健全性を確保する目的で「市場リス

ク管理規程」を定めるとともに、安定した収益を確保するため、半期ごとに財務プラン及びリスク管理方針を策

定し、適切なリスク管理体制の構築に努めております。

(ⅰ) 金利リスクの管理

金利リスクについては、銀行の業務運営上不可避に発生するものであり、預金、貸出金、有価証券等の全て

の資産・負債（オフ・バランス取引を含む）について、ＡＬＭの観点より総合的に管理しております。

リスク管理方法や報告手続については、「市場リスク管理規程」や「各種基準書」を定め、ＶａＲ及び金利

感応度分析等によりモニタリングを行い、定期的にＡＬＭ委員会に報告しております。

(ⅱ) 為替リスクの管理

為替リスクについては、為替変動の影響を受ける持高を管理するため常務会で持高限度額を設定し、為替取

引や通貨スワップなどのデリバティブ取引を用いて持高をコントロールしております。

また、ＶａＲによるリスク許容量を設定し、リスク量がその範囲内に収まっていることを日次で管理してお

ります。

(ⅲ) 価格変動リスクの管理

当行では、有価証券等の取引に係る価格変動リスクを厳格に管理するため、組織を市場取引部門、事務管理

部門、リスク管理部門に分離しております。

有価証券等の市場性取引については、財務プラン及びリスク管理方針に基づき、全行的なリスクとリターン

を勘案したうえ、市場部門で業務運営計画を策定しております。

投資にあたっては、上記の方針及び計画に基づき、ポジション額や損益のほか、ＶａＲや金利感応度を算出

するとともに、定められたリスク許容額等の各種限度額の遵守状況を日次で管理しております。

(ⅳ) デリバティブ取引の管理

デリバティブ取引については、取引の執行、ヘッジ有効性の評価、事務管理に関する部門をそれぞれ分離し

内部牽制を確立しております。なお、当行のデリバティブ取引の大半は、ヘッジ目的や顧客取引に対するカバ

ー取引であり、保有する資産・負債等と市場リスクが相殺されるように管理しております。

(ⅴ) 市場リスクに係る定量的情報

当行では、市場リスクのうち金利リスク及び株価変動リスクについて、統計的な手法であるＶａＲによりリ

スク量を定量的に把握するとともに、定期的にＡＬＭ委員会等へ報告するなど、適切にモニタリング・管理し

ております。なお、リスク量の計測にあたっては、ヒストリカル・シミュレーション法（保有期間１年、信頼

水準99％、観測期間２年）を採用しております。

（金利リスク）

当行では、貸出金、有価証券、預金をはじめとする全ての資産・負債並びにデリバティブ取引を対象とし

て、金利リスクを計測しております。

当連結会計年度末における当行の金利リスク量は、9,848百万円であります。

なお、普通預金等の流動性預金については、その一部を長期間銀行に滞留する預金として扱い、内部モデ

ルに基づき各期間帯へ割り振り、金利リスクを認識しております。

（株価変動リスク）

政策投資及び純投資を目的とする株式を保有しておりますが、当連結会計年度末における株価変動リスク

量は、99,759百万円であります。

（バック・テスティング等）

当行では、ＶａＲにより計測されたリスク量の適切性を検証するため、ＶａＲを損益と比較するバック・

テスティングを実施し、リスク計測手法の有効性について分析しております。しかしながら、ＶａＲは過去

の相場変動に基づき統計的に計測するため、前提条件や計測手法等によって異なる値となるほか、市場環境

が激変する状況下ではリスクを適切に捕捉できない可能性があります。

なお、連結される子会社が保有する金利リスク及び株価変動リスクは、当行グループに与える影響が軽微

であることから、市場リスク量算出の対象外としております。

③資金調達に係る流動性リスクの管理

当行では、正確な資金繰りの把握及び資金繰りの安定に努めることを基本方針として「流動性リスク管理規

程」を定め、適切なリスク管理体制の構築を図っております。

日常の資金繰りについて、金融環境、資金化可能な流動資産の保有状況、予想される資金流出額などの状況を

把握、管理するとともに、定期的に資金繰りに関する状況等をＡＬＭ委員会・取締役会に報告しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該

価額が異なることもあります。
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2． 金融商品の時価等に関する事項

2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価

格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません（(注1)参照）。

また、現金預け金、コールローン及び買入手形、外国為替（資産・負債）、コールマネー及び売渡手形、債券貸借

取引受入担保金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。なお、

重要性が乏しい金融商品については記載を省略しております。

（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 有価証券 1,680,526 1,680,526 －

その他有価証券(※1) 1,680,526 1,680,526 －

(2) 貸出金 4,588,660

貸倒引当金(※2) △30,531

4,558,128 4,450,048 △108,080

資産計 6,238,655 6,130,575 △108,080

(1) 預金 5,950,294 5,949,876 △417

(2) 譲渡性預金 19,150 19,149 △0

(3) 借用金 784,282 775,777 △8,504

負債計 6,753,726 6,744,803 △8,922

デリバティブ取引(※3)

ヘッジ会計が適用されていないもの (7,781) (7,781) －

ヘッジ会計が適用されているもの 67,443 67,443 －

デリバティブ取引計 59,661 59,661 －

(※1) その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和３年６月

17日）第24-3項及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。

(※2) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

(※3) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい

ては、( )で表示しております。

(注1) 市場価格のない株式等及び組合出資金の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「そ

の他有価証券」には含めておりません。

（単位：百万円）

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式(※1)(※2) 4,688

組合出資金(※3) 37,194

(※1) 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和

２年３月31日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

(※2) 当連結会計年度において、非上場株式について29百万円減損処理を行っております。

(※3) 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和３

年６月17日）第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
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(注2) 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

１年以内
１年超
３年以内

３年超
５年以内

５年超
７年以内

７年超
10年以内

10年超

預け金 977,956 － － － － －

有価証券 49,594 215,737 213,237 134,853 280,412 551,752

その他有価証券のうち
満期があるもの

49,594 215,737 213,237 134,853 280,412 551,752

うち国債 － 17,000 45,000 33,000 91,000 165,000

地方債 3,698 63,450 68,732 44,074 139,599 4,591

社債 22,503 67,369 20,565 10,204 3,400 133,532

その他 23,392 67,916 78,939 47,574 46,413 248,627

貸出金 (※) 963,989 924,061 670,278 439,781 396,035 1,123,314

合 計 1,991,540 1,139,798 883,516 574,634 676,448 1,675,066

(※) 貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない49,610百万円、期

間の定めのないもの21,590百万円は含めておりません。

(注3) 借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

（単位：百万円）

１年以内
１年超
３年以内

３年超
５年以内

５年超
７年以内

７年超
10年以内

10年超

預金(※) 5,512,861 295,391 142,041 － － －

譲渡性預金 19,150 － － － － －

コールマネー及び
売渡手形

79,300 － － － － －

債券貸借取引受入担保金 142,490 － － － － －

借用金 407,767 376,259 225 29 － －

合 計 6,161,569 671,650 142,266 29 － －

(※) 預金のうち、要求払預金については、「１年以内」に含めて開示しております。

3． 金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類

しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算

定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るイン

プットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する

レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

当連結会計年度（2026年３月31日）

（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券 781,221 775,894 87,255 1,644,371

その他有価証券 781,221 775,894 87,255 1,644,371

国債・地方債等 274,736 331,481 － 606,218

社債 － 137,797 6,222 144,019

住宅ローン担保証券 － 86,869 － 86,869

株式 354,118 4,262 － 358,381

その他 152,366 215,483 81,032 448,882

デリバティブ取引 － 72,577 － 72,577

金利関連 － 67,929 － 67,929

通貨関連 － 4,647 － 4,647

資産計 781,221 848,472 87,255 1,716,949

デリバティブ取引 － 12,915 － 12,915

金利関連 － 447 － 447

通貨関連 － 12,468 － 12,468

負債計 － 12,915 － 12,915

(＊) 有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和３年６月17

日）第24-3項及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。第

24-3項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は6,210百万円、第24-9項の取扱いを適用した投

資信託の連結貸借対照表計上額は19,102百万円であります。

① 第24-3項及び第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表

(単位：百万円)

期首
残高

当連結会計年度の損益
又はその他の包括利益

購入、売却
及び償還の

純額

投資信託の
基準価額を
時価とみな
すことと
した額

投資信託の
基準価額を
時価とみな
さないことと

した額

連結会計
年度末残高

当連結会計
年度の損益
に計上した
額のうち
連結貸借対
照表日に
おいて保有
する投資信託
の評価損益

損益に計上
その他の
包括利益
に計上

19,693 △0 628 4,992 － － 25,313 －

② 連結決算日における解約又は買戻請求に関する制限の内容ごとの内訳

（単位：百万円）

解約又は買戻請求に関する制限の主な内容 当連結貸借対照表計上額

解約・買戻請求ができず、譲渡には運用会社の承諾を要する 2,915

解約申込から払戻まで数か月を要する 3,295
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(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

当連結会計年度（2026年３月31日）

（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

貸出金 － － 4,450,048 4,450,048

資産計 － － 4,450,048 4,450,048

預金 － 5,949,876 － 5,949,876

譲渡性預金 － 19,149 － 19,149

借用金 － 775,777 － 775,777

負債計 － 6,744,803 － 6,744,803

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

資産

有価証券

有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価に分類してお

ります。主に上場株式や国債がこれに含まれます。

公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル２の時価に分類しております。主

に地方債、社債がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買

い戻し請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には、基準価額を時

価とし、レベル２の時価に分類しております。

相場価格が入手できない場合には、将来キャッシュ・フローの現在価値技法などの評価技法を用いて時価を算

定しております。評価にあたっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプットには、TIBOR、国債

利回り、期限前返済率、信用スプレッド、倒産確率、倒産時の損失率等が含まれます。算定にあたり重要な観察

できないインプットを用いている場合には、レベル３の時価に分類しております。

貸出金

貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用

リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。このうち変動金利によるものは、短期間で

市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似してい

ることから、帳簿価額を時価としております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等につい

ては、見積将来キャッシュ・フロー、又は、担保及び保証による回収見込額等を用いて時価を算定しておりま

す。金利スワップの特例処理又は為替予約等の振当処理の対象とされた貸出金については、当該金利スワップ又

は為替予約等の時価を反映しております。時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要な場合はレ

ベル３の時価、そうでない場合はレベル２の時価に分類しております。

負債

預金、及び譲渡性預金

要求払預金について、連結決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また、

定期預金及び譲渡性預金については、一定の期間ごとに区分して将来キャッシュ・フローを割り引いた割引現在

価値により時価を算定しております。割引率は市場金利としております。なお、預入期間が短期間（１年未満）

のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル２

の時価に分類しております。
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借用金

借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を、当該借入金の残存期間及び信

用リスクを加味した利率で割り引いて現在価値を算定しております。このうち、変動金利によるものは、短期間

で市場金利を反映し、また、当行及び連結される子会社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時

価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。なお、約定期間が短期間

（１年未満）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時

価はレベル２の時価に分類しております。

デリバティブ取引

デリバティブ取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価に分

類しており、主に債券先物取引や金利先物取引がこれに含まれます。

ただし、大部分のデリバティブ取引は店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引の種類や

満期までの期間に応じて現在価値技法やブラック・ショールズ・モデル等の評価技法を利用して時価を算定して

おります。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート、ボラティリティ等でありま

す。また、取引相手の信用リスク及び当行自身の信用リスクに基づく価格調整を行っております。観察できない

インプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル２の時価に分類しており、プレイン・バニラ

型の金利スワップ取引、為替予約取引等が含まれます。重要な観察できないインプットを用いている場合はレベ

ル３の時価に分類しており、債券店頭オプション取引等が含まれます。

(注2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に関する情報

(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報（2026年３月31日）

区分 評価技法
重要な観察できない

インプット
インプットの範囲

インプット
の加重平均

有価証券

その他有価証券

社債

私募債 現在価値技法 割引率 0.3％～1.7％ 0.5％

(2) 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益（2026年３月31日）

（単位：百万円）

期首残高

当期の損益又は
その他の包括利益

購入、売却、
発行

及び決済
の純額

レベル３の
時価への
振替

レベル３の
時価からの

振替
期末残高

当期の損益
に計上した
額のうち連
結貸借対照
表日におい
て保有する
金融資産及
び金融負債
の評価損益
（※）

損益に計上
（※）

その他の
包括利益
に計上

有価証券

その他有価証券

社債 6,319 － △7 △90 － － 6,222 －

外国債券 83,182 0 448 △3,908 － － 79,723 －

その他 1,212 － △12 109 － － 1,309 －

(※) 連結損益計算書の「その他業務収益」及び「その他業務費用」に含まれております。
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(3) 時価の評価プロセスの説明

当行グループはリスク管理部門において時価の算定に関する方針及び手続を定め、当該方針及び手続に沿って

事務部門が時価評価モデルを策定しております。リスク管理部門は当該モデル、使用するインプット及び算定結

果としての時価が方針及び手続に準拠しているか妥当性を確認しております。また、リスク管理部門は当該確認

結果に基づき時価のレベルの分類について判断しております。第三者から入手した相場価格を時価として利用す

る場合においては、使用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な

方法により価格の妥当性を検証しております。

(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明

割引率はリスク・フリー・レートやスワップ・レートなどの基準市場金利に対する調整率であり、主に信用リ

スクから生じる金融商品のキャッシュ・フローの不確実性に対し、市場参加者が必要とする報酬額であるリス

ク・プレミアムから構成されます。一般に、割引率の著しい上昇（低下）は、時価の著しい下落（上昇）を生じ

させます。

（有価証券関係）

連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」が含まれております。

1． 売買目的有価証券（2026年３月31日現在）

当連結会計年度の損益に
含まれた評価差額(百万円)

売買目的有価証券 0

2． 満期保有目的の債券（2026年３月31日現在）

該当事項はありません。
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3． その他有価証券（2026年３月31日現在）

種類
連結貸借対照表計上額

（百万円）
取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの

株式 352,200 90,662 261,537

債券 1,321 1,318 3

国債 － － －

地方債 － － －

社債 1,321 1,318 3

その他 209,434 196,190 13,243

小計 562,956 288,171 274,784

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの

株式 6,180 7,085 △904

債券 835,786 923,319 △87,533

国債 304,969 350,906 △45,936

地方債 301,248 318,930 △17,682

社債 229,567 253,482 △23,914

その他 275,603 314,673 △39,069

小計 1,117,570 1,245,079 △127,508

合計 1,680,526 1,533,250 147,276

4． 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

該当事項はありません。

5． 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

売却額
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

株式 26,732 10,443 683

債券 256,352 189 30,276

国債 146,171 189 22,768

地方債 59,900 － 2,554

社債 50,281 － 4,953

その他 21,906 876 135

合計 304,991 11,510 31,095

6．保有目的を変更した有価証券（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

該当事項はありません。
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7．減損処理を行った有価証券

売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、当該有価証券の時価が

取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、

当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理(以下「減損処

理」という。)しております。

当連結会計年度における減損処理額はありません。

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社区

分ごとに次のとおり定めております。

破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先については連結決算日の時価が取得原価に比べて下落している場合、要注意先

については連結決算日の時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合、正常先については連結決算日の時価が取得

原価に比べて50％以上下落した場合又は30％以上下落した場合で市場価格が一定水準以下で推移した場合でありま

す。

なお、要注意先とは今後管理に注意を要する債務者、正常先とは破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以

外の債務者であります。

（金銭の信託関係）

1． 運用目的の金銭の信託（2026年３月31日現在）

連結貸借対照表計上額
(百万円)

当連結会計年度の損益に
含まれた評価差額(百万円)

運用目的の金銭の信託 21,549 △12

2． 満期保有目的の金銭の信託（2026年３月31日現在）

該当事項はありません。

3． その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）(2026年３月31日現在)

連結貸借対照表
計上額
(百万円)

取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

うち連結貸借対照
表計上額が取得原
価を超えるもの
（百万円）

うち連結貸借対照
表計上額が取得原
価を超えないもの

（百万円）

その他の
金銭の信託

11,783 11,982 △198 139 338

(注) 「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えない

もの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報 (自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)

（単位：百万円）

区分 当連結会計年度

経常収益 159,056

うち役務取引等収益 19,976

預金・貸出業務 5,892

為替業務 3,115

信託関連業務 213

証券関連業務 143

代理業務 445

保護預り・貸金庫業務 99

保証業務 810

カード業務 3,558

投資信託・保険販売業務 3,586

その他 2,112

うち信託報酬 0

上表には、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく収益も含んでおります。

（１株当たり情報）

１株当たりの純資産額 2,214円31銭

１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額 92円27銭

(注) 1. 当行は、2026年４月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。「１株当たりの

純資産額」及び「１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額」は当連結会計年度の期首に当該株式

分割が行われたと仮定して算定しております。

2. 潜在株式調整後１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

（リース取引関係）

貸主側

① リース投資資産の内訳

リース料債権部分 24,560百万円

見積残存価額部分 490百万円

受取利息相当額（△） 2,152百万円

リース投資資産 22,898百万円

② リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の連結決算日後の回収予定額

リース債権

１年以内 888百万円

１年超２年以内 772百万円

２年超３年以内 675百万円

３年超４年以内 385百万円

４年超５年以内 190百万円

５年超 150百万円

リース投資資産

１年以内 6,371百万円

１年超２年以内 5,555百万円

２年超３年以内 4,592百万円

３年超４年以内 3,391百万円

４年超５年以内 2,171百万円

５年超 2,477百万円
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（ストック・オプション等関係）

1． 譲渡制限付株式報酬に係る当連結会計期間における費用計上額及び科目名

営業経費 197 百万円

2． 譲渡制限付株式報酬の内容、規模及びその変動状況

（1） 譲渡制限付株式報酬の内容

① 役員

2022年７月15日
付与

2023年７月12日
付与

2024年７月12日
付与

2025年７月14日
付与

付与対象者の区分及び人数
取締役（注）

５人
取締役（注）

６人
取締役（注）

６人

取締役（注）
及び執行役員

15人

株式の種類別の付与された株式数
普通株式

41,504株
普通株式

7,690株
普通株式

4,876株
普通株式

4,924株

付与日 2022年７月15日 2023年７月12日 2024年７月12日 2025年７月14日

譲渡制限期間

2022年７月 15日
（本払込期日）
から役員のいず
れの地位をも退
任又は退職した
時点まで

2023年７月 12日
（本払込期日）
から役員のいず
れの地位をも退
任又は退職した
時点まで

2024年７月 12日
（本払込期日）
から役員のいず
れの地位をも退
任又は退職した
時点まで

2025年７月 14日
（本払込期日）
から役員のいず
れの地位をも退
任又は退職した
時点まで

解除条件

当行は、付与対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当行
の定時株主総会の開催日まで継続して、当行の取締役又は執行役員の地位に
あったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において付与対
象者が保有する本株式の譲渡制限を解除いたします。ただし、付与対象者が、
当行取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間の開始日以降、最
初に到来する当行の定時株主総会の開催日の前日までに当行の取締役又は執
行役員を退任した場合には、当該退任の直後の時点をもって、これに係る譲
渡制限を解除いたします。

(注) 1． 社外取締役は除く。

2． 当行は、2026年４月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っておりますが、上記は当該株

式分割の影響を反映しておりません。

② 従業員

2025年９月１日付与

付与対象者の区分及び人数 従業員 1,942人

株式の種類別の付与された株式数 普通株式 194,200株

付与日 2025年９月１日

譲渡制限期間 2025年９月１日（本払込期日）から2029年６月１日まで

解除条件

当行は、付与対象者が、本譲渡制限期間中、継続して、当行の従業員の地位
にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において付与
対象者が保有する本株式の譲渡制限を解除いたします。ただし、（ⅰ）本譲
渡制限期間が満了する前に当行の従業員の地位から定年その他当行取締役会
が正当と認める理由により退職する場合、（ⅱ）本譲渡制限期間が満了する
前に当行の従業員の地位から死亡その他当行取締役会が正当と認める理由に
より退職した場合、又は（ⅲ）本譲渡制限期間が満了する前に当行の従業員
の地位を有したまま55歳に達した場合には、（ⅰ）当該退職の日が属する月
の１日、（ⅱ）当該退職の直後の時点、又は（ⅲ）55歳に達した日が属する
月の末日（当該末日が当行の第139期事業年度に係る半期報告書の提出日より
も前である場合には、当該半期報告書の提出日の翌日）の時点をもって、譲
渡制限を解除いたします。

(注) 当行は、2026年４月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っておりますが、上記は当該株式分

割の影響を反映しておりません。
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（2） 譲渡制限付株式の規模及びその変動額

① 役員

（株式数）

2022年７月15日
付与

2023年７月12日
付与

2024年７月12日
付与

2025年７月14日
付与

前連結会計年度末 28,684 6,406 4,876 ―

付与（株） ― ― ― 4,924

無償取得（株） ― ― ― ―

譲渡制限解除（株） ― ― ― ―

未解除残高（株） 28,684 6,406 4,876 4,924

（単価情報）

付与日における
公正な評価単価（円）

2,708 2,648 4,175 5,870

(注) 当行は、2026年４月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っておりますが、上記は当該株式分

割の影響を反映しておりません。

② 従業員

（株式数）

2025年９月１日
付与

前連結会計年度末 ―

付与（株） 194,200

無償取得（株） 5,017

譲渡制限解除（株） 183

未解除残高（株） 189,000

（単価情報）

付与日における
公正な評価単価（円）

5,930

(注) 当行は、2026年４月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っておりますが、上記は当該株式分

割の影響を反映しておりません。

3． 公正な評価単価の見積方法

取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値としております。
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（重要な後発事象）

（株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更）

当行は、2025年11月14日開催の取締役会において、以下のとおり株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行

うことを決議し、2026年４月１日付でその効力が発生しております。

1．株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更

(1) 株式分割の目的

当行株式の投資単価当たりの金額を引き下げることで、投資家の皆さまが投資しやすい環境を整えるとともに、

当行の持続的な成長をご支援いただける投資家層の拡大を図るため。

(2) 株式分割の方法

2026年３月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に登録された株主さまの所有する普通株式を、１株につ

き５株の割合をもって分割いたしました。

(3) 分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数 48,090,081株

今回の株式分割により増加する株式数 192,360,324株

株式分割後の発行済株式総数 240,450,405株

株式分割後の発行可能株式総数 500,000,000株

(4) 株式分割に伴う定款の一部変更について

上記の普通株式の分割の割合にあわせて当行の発行可能株式総数を増加させる必要があるため、2026年４月１

日を効力発生日として、当行定款の一部を下表のとおり変更いたしました。（下線は変更部分）

現行 変更後

第２章 株式
（発行可能株式総数）
第６条
当銀行の発行可能株式総数は、１億株とする。

第２章 株式
（発行可能株式総数）
第６条
当銀行の発行可能株式総数は、５億株とする。

(5) １株当たり情報に及ぼす影響

当該株式分割が当連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、次のとおりでありま

す。

１株当たりの純資産額 2,214円31銭

１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額 92円27銭

(注) 潜在株式調整後１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額については、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

（当行と株式会社池田泉州ホールディングスによる資本業務提携の締結について）

当行は、2026年4月17日開催の取締役会において、株式会社池田泉州ホールディングス（以下「池田泉州ホールディ

ングス」）との資本業務提携（以下「本提携」）に関する決議を行い、同日、両社間において本提携契約を締結いた

しました。

1．本提携の背景・目的

近年、人口減少や産業構造の変化、デジタル化の進展、脱炭素への対応など、地域経済や地域金融機関を取り巻

く環境は大きく変化しております。このような状況のもと、地域金融機関には、従来の金融仲介に加えて、地域や

お客さまの課題解決を通じて価値を創出する「地域金融力」の発揮が一層求められております。

当行は滋賀県・京都府を、池田泉州ホールディングスは大阪府・兵庫県を主な営業エリアとして、いずれも地域

に根差した金融サービスを提供しております。両社は、伝統を尊重しつつ常に新たな挑戦を続ける「進取の精神」

を共通の価値観としており、2017年にはＡＴＭの相互無料化を開始するなど、これまでも顧客利便性の向上に向け

た連携を進めてまいりました。

今般、隣接する営業エリアにおいて両社が有する店舗網、顧客基盤、人材、ブランド等の経営資源や強みを相互

に有効活用することで、より高い付加価値を創出し、地域やお客さまの持続的な発展に貢献できると判断し、本提

携に合意いたしました。

本提携を通じて、両社は業務連携を一層深化させることにより、中長期的な協働関係を明確化し、地域金融力の

さらなる強化及び地域社会への貢献を目指してまいります。

2．本提携の名称

本提携の名称は「池田泉州・滋賀アライアンス」といたします。
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3．本提携の概要

(1) 資本関係の構築

提携効果を高める観点から、相互に株式を取得し、資本関係を構築することで、中長期的な協働関係を明確化

いたします。現時点の株価を前提とすると、取得割合は0.5％～1％程度を想定しておりますが、具体的な取得株

数や取得方法については、市場環境等を踏まえ両社で決定する予定であります。

(2) 業務提携の主な分野

①法人分野

②個人分野

③サステナビリティ／地域支援分野

④人材／デジタル分野

⑤その他

4．両社の概要

商号 株式会社滋賀銀行

所在地 滋賀県大津市浜町1番38号

代表者名 取締役頭取 久保田 真也

資本金 330億円

商号 株式会社池田泉州ホールディングス

所在地 大阪府大阪市北区茶屋町18番14号

代表者名 執行役社長兼ＣＥＯ 阪口 広一

資本金 1,029億円

5．今後の取り組み

両社による協議体を通じて、具体的な連携施策の策定及び実行を進めてまいります。なお、本件による当面の連

結業績に与える影響は軽微であると判断しておりますが、重要な影響を及ぼすことが明らかになった場合には、速

やかに公表いたします。
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第139期〔 2025年４月１日から
2026年３月31日まで 〕株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

固定資産
圧縮
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 33,076 23,942 11 23,954 9,134 417 242,493 21,028 273,073 △20,473 309,631

当期変動額

剰余金の配当 △5,081 △5,081 △5,081

当期純利益 21,440 21,440 21,440

自己株式の取得 △2,511 △2,511

自己株式の処分 599 599 581 1,180

自己株式の消却 △610 △610 △15,137 △15,137 15,747 －

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当期変動額合計 － － △11 △11 － － － 1,221 1,221 13,817 15,027

当期末残高 33,076 23,942 － 23,942 9,134 417 242,493 22,250 274,295 △6,655 324,659

評価・換算差額等

純資産
合計

その他
有価証券
評価
差額金

繰延
ヘッジ
損益

土地
再評価
差額金

評価・
換算差額
等合計

当期首残高 71,404 35,569 8,057 115,031 424,662

当期変動額

剰余金の配当 △5,081

当期純利益 21,440

自己株式の取得 △2,511

自己株式の処分 1,180

自己株式の消却

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

31,803 10,730 － 42,534 42,534

当期変動額合計 31,803 10,730 － 42,534 57,562

当期末残高 103,208 46,300 8,057 157,565 482,225
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個 別 注 記 表

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針

1． 商品有価証券の評価基準及び評価方法

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。

2． 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価は、売買目的有価証券については時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、子会

社・子法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法（売却原価は主として移

動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。

また、投資事業組合等への出資金については、組合等の直近の財務諸表等に基づいて、組合等の財産の持分相当額

を純額で計上しております。

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

(2) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、

時価法により行っております。また、金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、(1)と同じ方

法により行っております。

(3) 「買入金銭債権」中の信託受益権の評価は、上記(1)と同じ方法により行っております。

3． デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

4． 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

有形固定資産は、定率法（ただし、1998年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに2016年

４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。また、主な耐用年数は次

のとおりであります。

建 物 ３年～50年

その他 ３年～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利

用可能期間（５年）に基づいて償却しております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リー

ス期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の

取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

5． 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債権及びそれ

と同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されて

いる直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上

しております。

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸

念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控

除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を、以下の方法により計上しておりま

す。

① 与信額が一定額以上の大口債務者については、債務者の状況を総合的に判断してキャッシュ・フローによる回

収可能額を見積もり、非保全額から当該キャッシュ・フローを控除した残額を貸倒引当金とする方法（キャッ

シュ・フロー控除法）により計上しております。

② ①以外の債務者の債権については、今後３年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は３年間の

貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み

等必要な修正の検討を行い、算定しております。
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上記以外の債務者のうち業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者（以下「正

常先」という。）及び貸出条件に問題のある債務者、履行状況に問題のある債務者、業況が低調ないし不安定な債

務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債務者（以下「要注意先」という。）に係る

債権については、今後１年間の予想損失額を、要注意先のうち当該債務者の債権の全部又は一部が要管理債権（貸

出条件緩和債権及び三月以上延滞債権）である債務者の債権については今後３年間の予想損失額を見込んで計上し

ており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に

基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正の検討を行い、算定しております。

※ 将来見込み等による予想損失率の必要な修正及び決定方法

引当金の算定に使用する予想損失率は、直近３算定期間の平均値と景気循環サイクルを勘案した長期平均値を

比較のうえ決定しております。このうち、直近３算定期間の平均値は、足元の状況及び将来見込み等必要な修

正の検討を行い、算定しております。

全ての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立したリスク

管理部署が自己査定結果及び償却・引当の適切性について検証しております。

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による

回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は8,679

百万円であります。

(2) 退職給付引当金

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末まで

の期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異

の損益処理方法は次のとおりであります。

過去勤務費用 ：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により損益処

理

数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法によ

り按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

(3) 偶発損失引当金

偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を

見積もり、必要と認められる額を計上しております。

6． 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。

7． ヘッジ会計の方法

(1) 金利リスク・ヘッジ

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっており、ヘッジ対象とヘ

ッジ手段を紐付けする方法のほか、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 令和４年３月17日。以下「業種別委員会実務指針第24号」とい

う。）に基づき処理しております。

ヘッジ有効性評価の方法については、その他有価証券に区分している固定金利の債券の相場変動を相殺するヘッ

ジにおいては、同一種類ごとにヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引をヘッジ手段として指定しておりますが、

ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性が

あるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えております。

また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の

検証により有効性の評価をしております。

なお、一部の資産については、金利スワップの特例処理を行っており、ヘッジの有効性の評価については、特例

処理の要件の判定をもって有効性の判定に代えております。
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(2) 為替変動リスク・ヘッジ

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等

の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 令和２年10月

８日）に規定する繰延ヘッジによっております。

ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う資金関連ス

ワップ取引をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当

額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。資金関連スワップ取引とは、異なる

通貨での資金調達・運用を動機として行われ、当該資金の調達又は運用に係る元本相当額を直物買為替又は直物売

為替とし、当該元本相当額に将来支払うべき又は支払を受けるべき金額・期日の確定している外貨相当額を含めて

先物買為替又は先物売為替とした為替スワップ取引であります。

また、外貨建有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証

券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条

件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。

8． 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれ

らの会計処理の方法と異なっております。

（重要な会計上の見積り）

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類に重

要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。

1．貸倒引当金

(1) 当事業年度に係る計算書類に計上した金額

貸倒引当金 29,299百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

① 算定方法

貸倒引当金の算定方法は、「重要な会計方針」「5.引当金の計上基準」の「(1)貸倒引当金」に記載しており

ます。また、下記仮定のもと、当該影響により予想される損失に備えるため、貸出先の債務者区分を足元の業

績悪化の状況及び財務情報等には未だ反映されていない影響に係る見積りに基づき修正して貸倒引当金を計上

しております。

② 主要な仮定

主要な仮定は「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」であります。「債務者区分の判定に

おける貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しております。

③ 翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響

当行は厳格な自己査定を実施し、必要と認める貸倒引当金を計上する等の対応を行っておりますが、上記仮

定は不確実性が高いため、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度（2027年３月期）以降の

計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。

なお、債務者区分の決定において、貸出先の経営改善計画などの将来の業績見込みに依存する場合には、よ

り不確実性が高くなる可能性があります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

1． 関係会社の株式(及び出資金)総額 9,944百万円

2． 無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により貸し付けている有価証券が国債に14,169百万円含まれております。

3． 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。

なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証

しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、

貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注

記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）で

あります。

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 3,571百万円

危険債権額 46,066百万円

三月以上延滞債権額 69百万円

貸出条件緩和債権額 21,963百万円

合計額 71,670百万円

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により

経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権

の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しない

ものであります。

三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権

及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本

の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、

危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

4． 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業

手形及び買入外国為替は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額

は2,884百万円であります。

5． 担保に供している資産は次のとおりであります。

担保に供している資産

有価証券 752,203百万円

貸出金 256,058百万円

担保資産に対応する債務

預金 30,600百万円

債券貸借取引受入担保金 142,490百万円

借用金 783,653百万円

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、その他資産（中央清算機関等差入

証拠金）58,537百万円を差し入れております。

また、その他の資産には、保証金377百万円が含まれております。

なお、手形の再割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しておりますが、これにより引

き渡した商業手形及び買入外国為替はありません。

6． 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約

上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これ

らの契約に係る融資未実行残高は、1,061,210百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの（又は任意の

時期に無条件で取消可能なもの）が925,038百万円あります。

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当

行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債

権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申込を受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすること

ができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求する

ほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信

保全上の措置等を講じております。
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7． 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差

額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控

除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価を行った年月日 1998年３月31日

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119

号）第２条第３号に定める固定資産税評価額に基づいて、近隣の公

示価格を参酌する等合理的な調整を行って算出。

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価

後の帳簿価額の合計額との差額 2,259百万円

8． 有形固定資産の減価償却累計額 46,805百万円

9． 有形固定資産の圧縮記帳額 3,459百万円

10．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行の保証債

務の額は6,293百万円であります。

11．取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債務総額 12百万円

12．関係会社に対する金銭債権総額 37,430百万円

13．関係会社に対する金銭債務総額 18,956百万円

14．元本補填契約のある信託の元本金額は、金銭信託157百万円であります。

（損益計算書関係）

1． 当事業年度において、以下の資産について減損損失を計上しております。

減損損失を認識した資産又は資産グループ及び種類ごとの減損損失額

地 域 主な用途 種 類 減損損失額

滋賀県内 遊休資産（２カ所）

土地 ―百万円

建物 14百万円

動産 0百万円

合計額 14百万円

上記の資産は、継続的な地価の下落及び営業キャッシュ・フローの低下等により、資産グループの帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

資産グループの概要及びグルーピングの方法

資産の区分 資産グループの概要 グルーピングの方法

遊休資産 店舗・社宅跡地等 各々が独立した資産としてグルーピング

営業用資産 営業の用に供する資産
フルバンク機能を構成する店舗グループ又は
店舗単位

共用資産
銀行全体に関連する資産
(本部、事務センター、寮社宅等)

銀行全体を一体としてグルーピング

回収可能価額

当事業年度の減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額又は使用価値のいずれか高い方の金額で

あり、正味売却価額は不動産鑑定評価額等より処分費用見込額を控除して、使用価値は将来キャッシュ・フロー

を５％で割り引いて、それぞれ算定しております。
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2． 関係会社との取引による収益

資金運用取引に係る収益総額 1,444百万円

役務取引等に係る収益総額 394百万円

その他業務・その他経常取引に係る収益総額 39百万円

関係会社との取引による費用

資金調達取引に係る費用総額 35百万円

役務取引等に係る費用総額 998百万円

その他業務・その他経常取引に係る費用総額 1,870百万円

3． 関連当事者との取引

① 子会社

（単位：百万円）

種類
会社等
の名称

議決権等の
所有(被所有)

割合

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社
滋賀保証
サービス
株式会社

所有
直接

100.00％

債務被保証
役員の兼任

当行住宅ローン等
に対する債務被保
証（注）

1,037,376 ― ―

(注) 保証条件は、商品ごとに保証対象の各種ローンの信用リスク等を勘案し、決定しております。

② 役員及びその近親者

該当事項はありません。

③ 役員及びその近親者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合の当該会社等

該当事項はありません。

（株主資本等変動計算書関係）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位：千株)

当事業年度
期首株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度
末株式数

摘 要

自己株式

普通株式 7,008 305 5,199 2,114 (注)

合 計 7,008 305 5,199 2,114

(注) 当事業年度中の自己株式の増加は単元未満株式の買取り、譲渡制限付株式の無償取得、自己株式立会外買付

取引並びに東京証券取引所における市場買付によるもの、当事業年度中の自己株式の減少は譲渡制限付株式

の割当及び自己株式の消却によるものであります。
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（有価証券関係）

貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証券」が含まれておりま

す。

1． 売買目的有価証券（2026年３月31日現在）

当事業年度の損益に
含まれた評価差額（百万円)

売買目的有価証券 0

2． 満期保有目的の債券（2026年３月31日現在）

該当事項はありません。

3． 子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（2026年３月31日現在）

子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるものはありません。

(注) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

貸借対照表計上額
(百万円)

子会社・子法人等株式 9,103

関連法人等株式 －

合 計 9,103
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4． その他有価証券（2026年３月31日現在）

種類
貸借対照表計上額

（百万円）
取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

貸借対照表計上額
が取得原価を超え
るもの

株式 350,473 90,600 259,873

債券 1,321 1,318 3

国債 － － －

地方債 － － －

社債 1,321 1,318 3

その他 209,434 196,190 13,243

小計 561,229 288,108 273,120

貸借対照表計上額
が取得原価を超え
ないもの

株式 6,180 7,085 △904

債券 835,786 923,319 △87,533

国債 304,969 350,906 △45,936

地方債 301,248 318,930 △17,682

社債 229,567 253,482 △23,914

その他 275,603 314,673 △39,069

小計 1,117,570 1,245,079 △127,508

合計 1,678,800 1,533,187 145,612

(注) 上表に含まれない市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額

貸借対照表計上額
(百万円)

非上場株式（※1） 3,607

組合出資金（※2） 37,187

（※1）当事業年度において、非上場株式について29百万円の減損処理を行っております。

（※2）組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和

３年６月17日）第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

5． 当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

該当事項はありません。

6． 当事業年度中に売却したその他有価証券（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

売却額
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

株式 26,732 10,443 683

債券 256,352 189 30,276

国債 146,171 189 22,768

地方債 59,900 － 2,554

社債 50,281 － 4,953

その他 21,906 876 135

合計 304,991 11,510 31,095
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7． 保有目的を変更した有価証券（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

該当事項はありません。

8． 減損処理を行った有価証券

売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、当該有価証券の時価が

取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、

当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下「減損処理」と

いう。）しております。

当事業年度における減損処理額はありません。

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社区

分ごとに次のとおり定めております。

破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先については決算日の時価が取得原価に比べて下落している場合、要注意先につ

いては決算日の時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合、正常先については決算日の時価が取得原価に比べて

50％以上下落した場合又は30％以上下落した場合で市場価格が一定水準以下で推移した場合であります。

なお、要注意先とは今後管理に注意を要する債務者、正常先とは破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以

外の債務者であります。

（金銭の信託関係）

1． 運用目的の金銭の信託（2026年３月31日現在）

貸借対照表計上額
(百万円)

当事業年度の損益に
含まれた評価差額(百万円)

運用目的の金銭の信託 21,549 △12

2． 満期保有目的の金銭の信託（2026年３月31日現在）

該当事項はありません。

3． その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）(2026年３月31日現在)

貸借対照表
計上額
(百万円)

取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

うち貸借対照表計
上額が取得原価を

超えるもの
（百万円）

うち貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの
（百万円）

その他の
金銭の信託

11,783 11,982 △198 139 338

(注) 「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」は

それぞれ「差額」の内訳であります。
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（税効果会計関係）

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。

繰延税金資産

貸倒引当金 10,627百万円

有価証券評価損 3,923

減価償却費 2,631

未払事業税 348

その他 2,617

繰延税金資産小計 20,148

評価性引当額 △12,655

繰延税金資産合計 7,492

繰延税金負債

前払年金費用 △2,755

固定資産圧縮積立金 △190

その他有価証券評価差額金 △42,205

繰延ヘッジ損益 △21,143

繰延税金負債合計 △66,294

繰延税金負債の純額 △58,801

（１株当たり情報）

１株当たりの純資産額 2,097円73銭

１株当たりの当期純利益金額 92円91銭

(注) 1. 当行は、2026年４月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。「１株当たりの

純資産額」及び「１株当たりの当期純利益金額」は当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して

算定しております。

2. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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（重要な後発事象）

（株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更）

当行は、2025年11月14日開催の取締役会において、以下のとおり株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行

うことを決議し、2026年４月１日付でその効力が発生しております。

1．株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更

(1) 株式分割の目的

当行株式の投資単価当たりの金額を引き下げることで、投資家の皆さまが投資しやすい環境を整えるとともに、

当行の持続的な成長をご支援いただける投資家層の拡大を図るため。

(2) 株式分割の方法

2026年３月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に登録された株主さまの所有する普通株式を、１株につ

き５株の割合をもって分割いたしました。

(3) 分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数 48,090,081株

今回の株式分割により増加する株式数 192,360,324株

株式分割後の発行済株式総数 240,450,405株

株式分割後の発行可能株式総数 500,000,000株

(4) 株式分割に伴う定款の一部変更について

上記の普通株式の分割の割合にあわせて当行の発行可能株式総数を増加させる必要があるため、2026年４月１

日を効力発生日として、当行定款の一部を下表のとおり変更いたしました。（下線は変更部分）

現行 変更後

第２章 株式
（発行可能株式総数）
第６条
当銀行の発行可能株式総数は、１億株とする。

第２章 株式
（発行可能株式総数）
第６条
当銀行の発行可能株式総数は、５億株とする。

(5) １株当たり情報に及ぼす影響

当該株式分割が当事業年度の期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、次のとおりであります。

１株当たりの純資産額 2,097円73銭

１株当たりの当期純利益金額 92円91銭

(注) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（当行と株式会社池田泉州ホールディングスによる資本業務提携の締結について）

当行は、2026年4月17日開催の取締役会において、株式会社池田泉州ホールディングス（以下「池田泉州ホールディ

ングス」）との資本業務提携（以下「本提携」）に関する決議を行い、同日、両社間において本提携契約を締結いた

しました。

1．本提携の背景・目的

近年、人口減少や産業構造の変化、デジタル化の進展、脱炭素への対応など、地域経済や地域金融機関を取り巻

く環境は大きく変化しております。このような状況のもと、地域金融機関には、従来の金融仲介に加えて、地域や

お客さまの課題解決を通じて価値を創出する「地域金融力」の発揮が一層求められております。

当行は滋賀県・京都府を、池田泉州ホールディングスは大阪府・兵庫県を主な営業エリアとして、いずれも地域

に根差した金融サービスを提供しております。両社は、伝統を尊重しつつ常に新たな挑戦を続ける「進取の精神」

を共通の価値観としており、2017年にはＡＴＭの相互無料化を開始するなど、これまでも顧客利便性の向上に向け

た連携を進めてまいりました。

今般、隣接する営業エリアにおいて両社が有する店舗網、顧客基盤、人材、ブランド等の経営資源や強みを相互

に有効活用することで、より高い付加価値を創出し、地域やお客さまの持続的な発展に貢献できると判断し、本提

携に合意いたしました。

本提携を通じて、両社は業務連携を一層深化させることにより、中長期的な協働関係を明確化し、地域金融力の

さらなる強化及び地域社会への貢献を目指してまいります。

2．本提携の名称

本提携の名称は「池田泉州・滋賀アライアンス」といたします。
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3．本提携の概要

(1) 資本関係の構築

提携効果を高める観点から、相互に株式を取得し、資本関係を構築することで、中長期的な協働関係を明確化

いたします。現時点の株価を前提とすると、取得割合は0.5％～1％程度を想定しておりますが、具体的な取得株

数や取得方法については、市場環境等を踏まえ両社で決定する予定であります。

(2) 業務提携の主な分野

①法人分野

②個人分野

③サステナビリティ／地域支援分野

④人材／デジタル分野

⑤その他

4．両社の概要

商号 株式会社滋賀銀行

所在地 滋賀県大津市浜町1番38号

代表者名 取締役頭取 久保田 真也

資本金 330億円

商号 株式会社池田泉州ホールディングス

所在地 大阪府大阪市北区茶屋町18番14号

代表者名 執行役社長兼ＣＥＯ 阪口 広一

資本金 1,029億円

5．今後の取り組み

両社による協議体を通じて、具体的な連携施策の策定及び実行を進めてまいります。なお、本件による当面の連

結業績に与える影響は軽微であると判断しておりますが、重要な影響を及ぼすことが明らかになった場合には、速

やかに公表いたします。


